
 

県産材利用促進連絡会議設置要綱 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目 的 

   環境に負荷の少ない循環型社会を築くためには、地域で持続的に再生産が可能な資源

である県産材の利用を推進する必要がある｡ 

   この理念を、すべての県民と共有し、県産材の利用拡大を実現するため､具体的な施

策を総合的に検討するとともに、その実現を図ることを目的として、県産材利用促進連

絡会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 

２ 協議事項 

   この会議で協議する事項は次のとおりとする。 

（１）県産材利用方針の内容 

（２）県産材利用の促進を図るための施策の検討並びにその実施状況等のとりまとめ 

（３）県が整備する個々の公共建築物の木造化・木質化を進める方向性 

（４）その他の必要な事項 

 

３ 組 織 

（１）会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

（２）会長は、副知事をもって充てる。 

（３）副会長は、林務部長及び建設部長をもって充てる。 

（４）委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

４ 会 議 

   会議は、必要に応じ、会長が招集する。 

 

５ 幹事会 

（１）会議に、具体的事項を調査研究させるため、幹事会を置き、幹事は別表２に掲げる

者をもって充てる。 

沿革 
昭和 61 年 ４月 １日制定 

平成 14 年 ６月 ６日一部改正 
平成 14 年 12 月 １日一部改正 
平成 15 年 ４月 １日一部改正 

平成 16 年 ５月 １日一部改正 
平成 17 年 ４月 １日一部改正 
平成 18 年 ２月 21日一部改正 

平成 18 年 ７月 10日一部改正 
平成 18 年 11 月 １日一部改正 
平成 21 年 ３月 ４日一部改正 

平成 22 年 ６月 16日一部改正 
平成 23 年 ６月 21日一部改正 
平成 24 年 ５月 30日一部改正 

平成 26 年 ５月 ９日一部改正 
平成 27 年 ５月 ８日一部改正 
令和 ３年 11 月 ８日一部改正 

令和 ６年 ３月 26日一部改正 
令和 ６年 ４月 １日一部改正 
令和 ７年 ４月 １日一部改正 

令和 ８年 ２月 ４日一部改正 



 

（２）幹事会の長は、林務部信州の木活用課県産材利用推進室長をもって充てる。 

（３）幹事会は、必要に応じ、幹事会の長が招集する。 

 

６ 部 会 

（１）幹事会に、専門的、技術的事項を調査研究させるため、公共建築部会、公共土木部

会を置き、部会長及び部会員は、別表３に掲げる者をもって充てる。 

（２）部会は、必要に応じ、部会の長が、幹事会の長の承認を得て招集する。 

 

７ ワーキンググループ 

（１）会長は、県産材利用に関する事項を検討するため、必要に応じ、ワーキンググルー

プを置く。 

（２）ワーキンググループに関する必要な事項は、会長が別に定める。 

 

８ 事 務 局 

（１）会議の事務局は、林務部信州の木活用課県産材利用推進室に置く。 

（２）信州の木活用課県産材利用推進室長、森林政策課長及び建築住宅課長（各委員）に

より指名された者も事務局に参加できる。 

 

９ そ の 他 

   この要綱に定めるもののほか､会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める｡ 

 

別表１  

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

各委員が指名する者 

 

別表３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合政策課長 財政課長 財産活用課長 県民政策課長 健康福祉政策課長 環境

政策課長 ゼロカーボン推進課長 産業政策課長 営業局次長 山岳高原観光課長 

農業政策課長 林務部次長 森林政策課長 県産材利用推進室長 技術管理室長 

建築住宅課長 公営住宅室長 施設課長 企業局経営推進課長 教育委員会事務局

教育政策課長 教育委員会事務局高校教育課長 教育委員会事務局特別支援教育課

長 警察本部会計課長 

○公共建築部会 

部会長：建築住宅課主任専門指導員 

部会員：県産材利用推進室長、公営住宅室長、施設課長、ゼロカーボン推進課長、

高校教育課長により指名された者 

 

○公共土木部会 

部会長：森林政策課主任専門指導員 

部会員：自然保護課長、農地整備課長、技術管理室長により指名された者 

 

 


